
様式第２号（２）(第45条関係) 
                （表 面） 
┌───────────────────────────────────┐ 
│                            第     号│ 
│                                   │ 
│                            年 月 日発行│ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                      身 分 証 明 書    │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                         官職及び氏名    │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                            年 月 日生 │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                                   │ 
│                   上記の者は、公害健康被害の補償等│ 
│                  に関する法律第140条第１項 の 規 定 に│ 
│                  よる立入検査に従事する職員であるこ│ 
│                  とを証明する。          │ 
│                                   │ 
│                          都道府県知事  │ 
│                          又は政令市長   │ 
│                                   │ 
└───────────────────────────────────┘ 

                （裏 面） 
┌───────────────────────────────────┐ │                                   │ 
│   公害健康被害の補償等に                     │ │                                   │ │   関する法律抜粋                         │ 
│                                   │ │                                   │ │ （診療を行なつた者等に対する報告   他の物件の提示を求められて、こ│ 
│                                   │ │ の徴収等）              れに従わず、若しくは虚偽の報告│ │                                   │ 
│                    をし、又は同項の規定による質問│ │第140条 都道府県知事 は、認 定 又 は                  │ │                    に対して、答弁せず、若しくは虚│ 
│ 補償給付(療養の給付を除く｡以下こ                  │ │                    偽の答弁をした者       │ │ の項において同じ。）の支給に関し必                    
│                                   │ │ 要があると認めるときは、当該認定 第149条 法人の代表者又は 法 人 若 し  │                                   │ 
│ の申請に係る診断又は補償給付に関  くは人の代理人、使用人その他の従│ │                                   │ │ する診療、薬剤の支給若しくは手当  業者が、その法人又は人の業務に関│ 
│                                   │ │ を行なつた者又はこれを使用する者  し、第146条 第 １ 号 若 し く  は  第  ３ │                                   │ 
│ に対し､その行なつた診断又は診療、  号又は第147条の違反行為 を し た と │                                   │ │ 薬剤の支給若しくは手当につき、報  きは、行為者を罰するほか、その法│ 
│                                   │ │ 告若しくは診療録、帳簿書類その他  人又は人に対しても、各本条の刑を│ │                                   │ 
│ の物件の提示を求め、又はその職員  科する。            │ │                                   │ │ に質問させることができる。                     │ 
│                                   │ │                                   │ │２ 前条第２項の規定は前項の規定に                   
│                                   │ │ よる質問について、同条第３項の規                  │ │                                   │ 
│ 定は前項の規定による権限について                  │ │                                   │ │ 準用する。                             │ 
│                                   │ │                                   │ │第146条 次の各号の一に該当 す る 者                    
│                                   │ │ は、20万円以下の罰金に処する。                   │ │                                   │ 
│ 三 第140条第１項の規定に よ り 報                    │                                   │ │  告若しくは診療録、帳簿書類その                  │ 
│                                   │ └───────────────────────────────────┘ 

  備考 用紙の大きさはＡ列６番とし、中央点線の所から二つ折とすること。 
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押出スタンプ 


